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令和７ 年度 介護 福 祉士修学 資 金 の貸付に あ たり  
    法 人が 連 帯保証人 と な る場合に つ いて  

 

 介 護 福 祉 士 修 学 資 金 に つ い て 、 介 護 福 祉 士 の 資 格 取 得 を め ざ す 外 国 人 留 学

生 （ 以 下 「 修 学 生 」 と い う 。 ） が 介 護 福 祉 士 養 成 施 設 に 修 学 す る 場 合 の み 法

人 保 証 （ 連 帯 保 証 人 ） を 認 め て い ま す 。 修 学 生 か ら の 介 護 福 祉 士 修 学 資 金 の

申 込 受 付 期 間 は 4月 中 旬 か ら 5月 中 旬 を 予 定 し て い る こ と か ら 、 法 人 保 証 を

検 討 さ れ て い る 法 人 に つ き ま し て は 、 連 帯 保 証 人 と し て の 要 件 を 確 認 す る た

め に 、 事 前 に 申 請 書 類 の 提 出 を お 願 い い た し ま す 。  

 

◆ 申 込 資 格 ◆  

  法 人 が 連 帯 保 証 人 に な る た め に は 、 以 下 の 要 件 を 満 た す こ と が 必 要 で す 。  

 ① 奈 良 県 内 に お い て 貸 付 制 度 に お け る 返 還 免 除 対 象 業 務 を 申 込 み 前 5年 度

 以 上 に わ た っ て 継 続 し て 営 ん で い る 法 人 で あ る こ と 。  

 ② 中 央 福 祉 人 材 セ ン タ ー 及 び 奈 良 県 福 祉 人 材 セ ン タ ー が 運 営 す る 「 福 祉 の

 お 仕 事 」 サ イ ト に お い て 、 奈 良 県 内 の 事 業 所 登 録 を 行 っ て い る こ と 。  

 ③ 財 務 状 況 が 健 全 で あ り 、 保 証 能 力 を 有 す る 法 人 で あ る こ と 。  

 ④ 連 帯 保 証 し た 修 学 生 が 他 の 法 人 へ 就 職 を 希 望 し た 場 合 、 本 貸 付 の 連 帯 保

 証 に 関 す る 違 約 金 や 損 害 金 な ど を 請 求 し な い こ と 。  

  ⑤ 過 去 5年 以 内 に お い て 、 営 業 を 廃 止 又 は 解 散 し て い な い こ と 、 破 産 、 民

事 再 生 、 会 社 整 理 、 会 社 更 生 の 申 し 立 て が な い こ と 、 財 産 上 の 信 用 に お け

る 差 押 え 、 仮 差 押 え 、 仮 処 分 を 受 け て い な い こ と 、 財 産 上 の 信 用 に 係 る 競

売 、 強 制 執 行 、 遅 滞 処 分 な ど を 受 け て い な い こ と 、 営 業 停 止 処 分 、 手 形 交

換 所 の 取 引 停 止 処 分 を 受 け て い な い こ と 。  

 

◆ 提 出 書 類 に つ い て ◆  

 申 込 手 順  

    申 込 の 手 順 は 次 の と お り で す 。 必 要 な 書 類 が あ る 場 合 、 別 途 提 出 を お 願

 い す る こ と が あ り ま す の で ご 了 承 く だ さ い 。 提 出 い た だ く 書 類 の 内 、 ② は

 原 本 、 ③ は 原 本 証 明 を 行 っ た も の を 提 出 し て く だ さ い 。  

 

   申 込 に 必 要 な 下 記 の 書 類 を 整 え て く だ さ い 。  

   ① 介 護 福 祉 士 修 学 資 金 法 人 保 証 申 込 書  

  ② 履 歴 事 項 全 部 証 明 書 （ 原 本 、 ３ ヶ 月 以 内 発 行 ）  

  ③ 決 算 書 な ど の 財 務 諸 表 （ 過 去 ２ 年 分 ）  

  ④ 当 該 年 度 の 事 業 計 画 書  

  ⑤ 法 人 も し く は 事 業 所 の パ ン フ レ ッ ト 等 （ 代 表 的 な も の ） 1部  

  

但 し 、 前 年 度 に 提 出 し て い た だ い て い る 場 合 は 、 ① 、 ③ （ 過 去 １ 年 分 ） 、 ④

の 提 出 を お 願 い し ま す 。  

  郵 送 も し く は 持 参 に よ り 奈 良 県 社 会 福 祉 協 議 会 へ 提 出 く だ さ い 。  
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  事 前 申 請 受 付 期 間  

     令 和 ７ 年 ３ 月 ２ ４ 日 （ 月 ） ～ ４ 月 ２ ５ 日 （ 金 ）  

    申 請 内 容 に よ り 、 連 帯 保 証 を お 断 り す る 場 合 が あ り ま す 。  

 

◆ 手 続 き に つ い て ◆  

   選 考 会 で 選 考 後 、 修 学 生 が 誓 約 書 を 提 出 す る 際 に 、 連 帯 保 証 に 関 す る 法

人 と し て の 決 定 が 確 認 で き る 書 類 （ 法 人 理 事 会 議 事 録 、 取 締 役 会 議 事 録 の 写

し ） を 提 出 く だ さ い 。  

  誓 約 書 な ど の 提 出 を い た だ き 、 貸 付 決 定 後 、 送 金 し ま す 。 そ の 際 に 借 用 書

に 法 人 代 表 者 の 署 名 ・ 捺 印 を し 、 印 鑑 証 明 書 を 添 付 し て く だ さ い 。 送 金 は ６

月 と １ ０ 月 の ２ 回 に 分 割 し て 貸 し 付 け す る こ と と し ま す 。  

 貸 付 期 間 中 は 、 修 学 生 が 資 格 取 得 に 励 む よ う 支 援 く だ さ い 。  

 

◆ 貸 付 決 定 後 の 留 意 点 ◆  

 こ の 修 学 資 金 は 、 介 護 福 祉 士 の 専 門 資 格 を 有 す る 質 の 高 い 人 材 の 確 保 を 図

り 、 奈 良 県 内 の 福 祉 サ ー ビ ス の 質 の 向 上 を 目 的 と し て い ま す が 、 貸 付 制 度 で

す 。 本 会 が 定 め る 返 還 免 除 に 該 当 し な い 場 合 は 、 修 学 生 が 責 任 を 持 っ て 返 還

し な け れ ば な り ま せ ん 。 修 学 生 本 人 が 何 ら か の 理 由 に よ り 返 還 で き な く な っ

た 場 合 は 、 連 帯 保 証 人 に そ の 債 務 を 負 担 い た だ き ま す 。  

 ま た 、 修 学 生 が 退 学 や 退 職 、 他 の 法 人 へ 転 職 し た 場 合 で も 、 連 帯 保 証 人 と

し て の 契 約 は 無 効 に は な り ま せ ん 。 返 還 免 除 も し く は 返 還 完 了 と な る ま で 契

約 は 継 続 さ れ ま す の で 、 連 帯 保 証 人 に な る 際 に は 留 意 く だ さ い 。  

 返 還 の 事 由 が 生 じ た 場 合 は 、 そ の 事 由 が 生 じ た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 か ら 、

本 会 が 指 定 す る 期 間 内 に 本 会 が 指 定 す る 方 法 に よ り 返 還 し な け れ ば な り ま せ

ん 。  

 な お 、 正 当 な 理 由 な く 返 還 期 日 ま で に 返 還 で き な か っ た と き は 、 返 還 期 日

の 翌 日 か ら 返 還 日 ま で の 日 数 に 応 じ て 「 年 率 ３ ％ 」 の 延 滞 利 息 を 支 払 わ な け

れ ば な り ま せ ん 。  

 

◇ 貸 付 に 関 す る お 問 い 合 わ せ ◇  

 こ の 修 学 資 金 貸 付 に 関 す る こ と で ご 不 明 な 点 な ど あ り ま し た ら 、 下 記 ま で

お 問 い 合 わ せ 下 さ い 。  

 

 ＝ 問 い 合 わ せ 先 ＝   

 

 社 会 福 祉 法 人  奈 良 県 会 福 祉 協 議 会 （ 生 活 支 援 課 ）  

 〒 634-0061 奈 良 県 橿 原 市 大 久 保 町 ３ ２ ０ － １ １  

 Ｔ Ｅ Ｌ ： ０ ７ ４ ４ － ２ ９ － ０ １ ０ ０  

  Ｆ Ａ Ｘ ： ０ ７ ４ ４ － ２ ９ － ０ １ ０ １  

 

 

 

（ 作 成 ： 令 和 ７ 年 ３ 月 ）  


